
 

総社市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和６年３月２１日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第８号 

 

総社市手数料条例の一部を改正する条例 

 

総社市手数料条例（平成１７年総社市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）

が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には，当該改正部分を削り，改正後部分に対

応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

別表第２（第２条関係） 

事務の種別 手数料を徴収する事務 手数料の金額 

1 略 

2 消防法第11条第1

項前段の規定に基

づく危険物の製造

所，貯蔵所又は取扱

所の設置の許可に

関する事務 

(1)～(5) 略 

(6) 浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所及び

浮き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所の設置の

許可の申請に対する

審査 

ア 危険物の貯蔵最大

数量が 1,000kl 以上

5,000kl未満の浮き屋

根式特定屋外タンク

貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵

所 145万円 

イ 危険物の貯蔵最大

数量が5,000kl以上1

万kl未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特

定屋外タンク貯蔵所 

 

別表第２（第２条関係） 

事務の種別 手数料を徴収する事務 手数料の金額 

1 略 

2 消防法第11条第1

項前段の規定に基

づく危険物の製造

所，貯蔵所又は取扱

所の設置の許可に

関する事務 

(1)～(5) 略 

(6) 浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所及び

浮き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所の設置の

許可の申請に対する

審査 

ア 危険物の貯蔵最大

数量が 1,000kl 以上

5,000kl未満の浮き屋

根式特定屋外タンク

貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵

所 118万円 

イ 危険物の貯蔵最大

数量が5,000kl以上1

万kl未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特

定屋外タンク貯蔵所 



 

改 正 後 改 正 前 

172万円 

ウ 危険物の貯蔵最大

数量が1万kl以上5万

kl未満の浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵

所及び浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所 

192万円 

エ 危険物の貯蔵最大

数量が5万kl以上10万

kl未満の浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵

所及び浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所 

236万円 

オ 危険物の貯蔵最大

数量が10万kl以上20

万kl未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特

定屋外タンク貯蔵所 

274万円 

カ 危険物の貯蔵最大

数量が20万kl以上30

万kl未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特

定屋外タンク貯蔵所 

564万円 

キ 危険物の貯蔵最大

数量が30万kl以上40

万kl未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯

141万円 

ウ 危険物の貯蔵最大

数量が1万kl以上5万

kl未満の浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵

所及び浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所 

159万円 

エ 危険物の貯蔵最大

数量が5万kl以上10万

kl未満の浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵

所及び浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所 

195万円 

オ 危険物の貯蔵最大

数量が10万kl以上20

万kl未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特

定屋外タンク貯蔵所 

227万円 

カ 危険物の貯蔵最大

数量が20万kl以上30

万kl未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特

定屋外タンク貯蔵所 

455万円 

キ 危険物の貯蔵最大

数量が30万kl以上40

万kl未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯
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蔵所及び浮き蓋付特

定屋外タンク貯蔵所 

724万円 

ク 危険物の貯蔵最大

数量が40万kl以上の

浮き屋根式特定屋外

タンク貯蔵所及び浮

き蓋付特定屋外タン

ク貯蔵所 879万円 

(7)～(19) 略 

3～7 略 

8 高圧ガス保安法

（昭和26年法律第

204号）第5条第1項

の規定に基づく高

圧ガスの製造の許

可に関する事務 

高圧ガス保安法第5条

第1項の規定に基づく

高圧ガスの製造の許可

の申請に対する審査 

ア 略 

イ 同号に該当する者

であって移動式製造

設備（高圧ガスの製造

のための設備で移動

することができるよ

うに設計したものを

いう。以下この項，9の

項及び14の項におい

て同じ。）のみを使用

して高圧ガスの製造

するもの（当該移動式

製造設備について液

化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正

化に関する法律（昭和

42年法律第149号）第

37条の4第1項の許可

を受けた者の許可の

申請に対する審査に

あっては6,000円） 

(ア)～(コ) 略 

蔵所及び浮き蓋付特

定屋外タンク貯蔵所 

582万円 

ク 危険物の貯蔵最大

数量が40万kl以上の

浮き屋根式特定屋外

タンク貯蔵所及び浮

き蓋付特定屋外タン

ク貯蔵所 707万円 

(7)～(19) 略 

3～7 略 

8 高圧ガス保安法

（昭和26年法律第

204号）第5条第1項

の規定に基づく高

圧ガスの製造の許

可に関する事務 

高圧ガス保安法第5条

第1項の規定に基づく

高圧ガスの製造の許可

の申請に対する審査 

ア 略 

イ 同号に該当する者

であって移動式製造

設備（高圧ガスの製造

のための設備で移動

することができるよ

うに設計したものを

いう。9の項及び14の

項において同じ。）の

みを使用して高圧ガ

スの製造するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア)～(コ) 略 
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ウ 略 

9～11 略 

12 高圧ガス保安法

第20条第1項及び

第3項の規定に基

づく高圧ガスの製

造のための施設又

は第一種貯蔵所の

完成検査に関する

事務 

(1) 高圧ガス保安法第

20条第1項の規定に

基づく高圧ガスの製

造のための施設の完

成検査 

8の項の右欄に掲げる高

圧ガスの製造の許可の

申請を行う者及び設備

の区分に応じ，それぞれ

当該手数料の金額の4分

の3に相当する金額（高

圧ガス保安法第5条第1

項の許可に係る液化石

油ガスの製造のための

施設であって，液化石油

ガスの保安の確保及び

取引の適正化に関する

法律第37条の3第1項の

完成検査を受け，同法第

37条の技術上の基準に

適合していると認めら

れたものの完成検査に

あっては6,100円） 

 

 

(2)～(4) 略 

13及び14 略 

15 高圧ガス保安法

施行令（平成9年政

令第20号）第18条

第2項第8号の規定

に基づく高圧ガス

保安法第50条第3

項に規定する容器

検査所の登録に関

する事務 

 略 

ウ 略 

9～11 略 

12 高圧ガス保安法

第20条第1項及び

第3項の規定に基

づく高圧ガスの製

造のための施設又

は第一種貯蔵所の

完成検査に関する

事務 

(1) 高圧ガス保安法第

20条第1項の規定に

基づく高圧ガスの製

造のための施設の完

成検査 

8の項の右欄に掲げる高

圧ガスの製造の許可の

申請を行う者及び設備

の区分に応じ，それぞれ

当該手数料の金額の4分

の3に相当する金額（高

圧ガス保安法第5条第1

項の許可に係る液化石

油ガスの製造のための

施設であって，液化石油

ガスの保安の確保及び

取引の適正化に関する

法律（昭和42年法律第

149号）第37条の3第1項

の完成検査を受け，同法

第37条の技術上の基準

に適合していると認め

られたものの完成検査

にあっては6,100円） 

(2)～(4) 略 

13及び14 略 

15 高圧ガス保安法

施行令第18条第2

項第8号の規定に

基づく高圧ガス保

安法第50条第3項

に規定する容器検

査所の登録に関す

る事務 

 

 略 
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16～19 略 

備考 略 

 

16～19 略 

備考 略 

 

 

   附 則 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。 


